
○宝塚市営霊園条例施行規則 

平成３０年３月８日 

規則第４号 

注 令和５年３月３１日規則第２８号から条文注記入る。 

改正 令和５年３月３１日規則第２８号 

宝塚市営霊園条例施行規則（昭和４４年規則第６２号）の全部を改正する。 
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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宝塚市営霊園条例（平成３０年条例第４６号。以下「条例」という。）

第６条、第８条第２項、第１０条第１項、第１２条第２項、第１７条、第２０条、第２

２条第２項、第２４条第１項、第２６条第２項、第３１条、第３６条第５項、第３８条

第１項から第３項まで、第４５条第５項、第４７条第１項、第４８条第１項から第３項

まで、第５４条及び第５６条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（令５規則２８・一部改正） 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるところによる。 

第２章 普通墓所の使用 

（普通墓所の使用者の範囲の特例） 

第３条 条例第６条の規則で定める場合は、条例第７条第１項の規定に基づき宝塚市営西

山霊園において新たに普通墓所の使用を申請する場合とする。 

（令５規則２８・一部改正） 



（普通墓所使用許可申請） 

第４条 条例第７条第１項の規定による普通墓所使用許可を受けようとする者は、霊園使

用許可申請書に本籍地が記載された住民票の写しその他の市長が必要があると認める書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（令５規則２８・一部改正） 

（普通墓所管理料の納付期限） 

第５条 条例第８条第２項の規則で定める日は、毎年４月３０日（当該日が土曜日、日曜

日又は休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

いう。以下同じ。）に当たるときは、当該日後最初に到来する土曜日、日曜日及び休日

以外の日とする。以下同じ。）とする。ただし、普通墓所使用許可を行った日の属する

年度にあっては、当該許可の際納付しなければならない。 

（普通墓所使用料の還付） 

第６条 条例第９条ただし書の規定により普通墓所使用料の還付を受けようとする者は、

普通墓所使用料還付申請書に霊園使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により普通墓所使用料還付申請書の提出があったときは、速やか

にその内容を審査し、還付の可否を決定し、普通墓所使用料還付（不還付）決定通知書

により通知するものとする。 

（令５規則２８・一部改正） 

（普通墓所における墳墓の造営等の基準） 

第７条 条例第１０条第１項で定める基準及び条例第５４条ただし書の墳墓の造営等の基

準として規則で定めるものは、次の各号に掲げる普通墓所が設置された霊園の区分に応

じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が霊園の管理上支障がないと認める

ときは、この限りでない。 

(１) 宝塚市営西山霊園及び宝塚市営長尾山霊園（芝生区域以外の区域） 

ア 設ける墓碑は、１区画につき１基とすること。 

イ 墓碑に家名を表示する場合は、普通墓所使用者又はその者の親族のいずれか若し

くは両方の姓に限ること。 

ウ 墓碑が容易に倒壊しない措置を講ずること。 

エ 境界石を設置すること。 



オ 境界石は、土砂の流出を防ぐものであること。 

カ 境界石の幅は、１２センチメートル以上とすること。 

キ 設置した物が使用場所の境界線を越えることがないよう、必要な措置を講ずるこ

と。 

ク 盛土、墓碑及び形像類並びに樹木の高さは、普通墓所の区分に応じ、別表第１に

定める基準によること。 

(２) 宝塚市営長尾山霊園（芝生区域） 

ア 設ける墓碑は、１区画につき１基とすること。 

イ 墓碑に家名を表示する場合は、普通墓所使用者又はその者の親族のいずれか若し

くは両方の姓に限ること。 

ウ 墓碑が容易に倒壊しない措置を講ずること。 

エ 墓碑は、間口中心線上に墓碑の中心が位置するように設置すること。 

オ 台石の上に設置する墓碑の高さは、６０センチメートル以内とすること。 

カ カロートは、設置位置中心点の地盤高を基準に水平に設置すること。 

キ 台石及び蓋石の据付面積及び厚さは、別表第２に定める基準によること。 

ク 台石背部と背割線とは並行とし、かつ、間隔は１０センチメートルとすること。 

ケ 納骨穴は、台石前部に設置すること。 

コ 蓋石は、納骨穴を容易に開閉できるように設置すること。 

サ 設置する附属工作物は花立、水供台又は蓋付寝線香立に限ること。 

(３) 宝塚市立宝塚すみれ墓苑（芝生区域以外の区域） 

ア 設ける墓碑は、１区画につき１基とすること。 

イ 墓碑に家名を表示する場合は、普通墓所使用者又はその者の親族のいずれか若し

くは両方の姓に限ること。 

ウ 墓碑が容易に倒壊しない措置を講ずること。 

エ カロートの排水管を布設すること。 

オ 境界石を設置すること。 

カ 境界石は、土砂の流出を防ぐものであること。 

キ 境界石の幅は、１２センチメートル以上とすること。 

ク 境界石の上に墓碑、形像類その他の工作物（玉垣及び門柱を除く。）を設置しな

いこと。 



ケ 設置した物の一部が境界石の上空に架からないこと。 

コ 設置した物が使用場所の境界線を越えることがないよう、必要な措置を講ずるこ

と。 

サ 盛土、墓碑及び形像類、囲障並びに樹木の高さ並びに囲障の位置は、普通墓所の

面積の区分に応じ、別表第３に定める基準によること。 

(４) 宝塚市立宝塚すみれ墓苑（芝生区域） 

ア 設ける墓碑は、１区画につき１基とすること。 

イ 墓碑に家名を表示する場合は、普通墓所使用者又はその者の親族のいずれか若し

くは両方の姓に限ること。 

ウ 墓碑が容易に倒壊しない措置を講ずること。 

エ 墓碑は、間口中心線上に墓碑の中心が位置するように設置すること。 

オ 墓碑の高さは、カロートの上部から７０センチメートル以内とすること。 

カ 台石及び蓋石の幅、奥行き及び厚さは、別表第４に定める基準によること。 

キ 台石背部と背割線とは並行とすること。 

ク 蓋石は、納骨穴を容易に開閉できるように設置すること。 

ケ 設置する附属工作物は、花立、水供台又は蓋付寝線香立に限ること。 

（令５規則２８・一部改正） 

（普通墓所における墳墓の造営等） 

第８条 条例第１０条第２項の規定により市長の承認を受けようとする者は、工事申請書

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 霊園使用許可証 

(２) 工事仕様書 

(３) 工事図面 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 普通墓所使用者は、前項の工事が完成したときは、工事完成届出書を市長に提出し、

当該工事が申請内容に適合しているかどうか検査を受けなければならない。 

３ 前２項の規定は、墳墓、墓碑、形像類その他の工作物の改修又は撤去その他の工事を

しようとする場合について準用する。 

（普通墓所への埋蔵又は改葬の届出） 

第９条 普通墓所使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、埋蔵（改葬）届



出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 霊園使用許可証 

(２) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証 

(３) 焼骨を普通墓所に改葬しようとする者にあっては、改葬許可証 

（令５規則２８・一部改正） 

（普通墓所の埋蔵の証明） 

第１０条 普通墓所使用者は、埋蔵について証明書の交付を受けようとするときは、埋蔵

証明書交付申請書に霊園使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により埋蔵証明書交付申請書の提出があったときは、当該普通墓

所使用者に対し、埋蔵証明書を交付するものとする。 

（普通墓所使用権の承継） 

第１１条 条例第１２条第２項の規定により普通墓所使用権を承継しようとする者は、霊

園使用承継申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければ

ならない。 

(１) 霊園使用許可証 

(２) 承継の原因を証する書類 

(３) 普通墓所使用権を承継しようとする者の本籍地が記載された住民票の写し 

(４) 前３号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類 

２ 前項の規定による承認をしたときは、市長は、霊園使用許可証を書き換えるものとす

る。 

（令５規則２８・一部改正） 

（普通墓所の返還） 

第１２条 条例第１３条第１項の規定により普通墓所を返還しようとする普通墓所使用者

は、霊園返還届出書に霊園使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

（使用許可の取消し） 

第１３条 市長は、条例第１５条の規定により使用許可を取り消すときは、普通墓所使用

許可取消通知書により通知するものとする。 

（令５規則２８・追加） 

（使用場所に設置する看板） 



第１４条 条例第１７条に規定する規則で定める看板には、次に掲げる事項を掲載するも

のとする。 

(１) 当該看板の設置日 

(２) 区画の表示 

(３) 告知事項 

(４) 使用者氏名 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項 

（令５規則２８・旧第１３条繰下） 

第３章 特別墓所の使用 

（特別墓所を使用することができる法人） 

第１５条 条例第２０条の法人で規則で定めるものは、次の各号のいずれも満たす法人と

する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

(１) 市内に１年以上継続して事業所等を有していること。 

(２) 安定した財政的基盤を有していること。 

（令５規則２８・旧第１４条繰下） 

（特別墓所使用許可申請） 

第１６条 条例第２１条第１項の規定による特別墓所の使用許可を受けようとする法人は、

霊園使用許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 法人登記事項証明書 

(２) 印鑑証明書 

(３) 納税証明書 

(４) 財務諸表 

(５) 使用に関する規約を定めた書類 

(６) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類 

（令５規則２８・旧第１５条繰下） 

（特別墓所管理料の納付期限） 

第１７条 条例第２２条第２項の規則で定める日は、毎年４月３０日とする。ただし、特

別墓所使用許可を行った日の属する年度にあっては、使用許可の際納付しなければなら

ない。 

（令５規則２８・旧第１６条繰下） 



（特別墓所の使用の制限） 

第１８条 特別墓所使用者は、特別墓所使用者と焼骨の埋蔵に関する契約を行った者及び

その者の親族（この条において「契約者等」という。）の焼骨のみを埋蔵することがで

きる。 

２ 特別墓所使用者が、特別墓所に埋蔵することができる焼骨の数は、別表第５に掲げる

当該特別墓所の面積の区分に応じ、同表右欄に定める数を限度とする。ただし、特別墓

所使用者が契約者等から当該特別墓所の使用に係る負担金等の支払を受ける場合は、当

該特別墓所使用料の額に２を乗じて得た額を負担金等の額で除して得た数を限度とする。 

（令５規則２８・旧第１７条繰下・一部改正） 

（特別墓所における墳墓の造営等の基準） 

第１９条 条例第２４条第１項及び第４４条に規定する規則で定める特別墓所における墳

墓の造営等（建築物の造営を含む。以下この章において同じ。）に係る基準は、次の各

号に掲げる特別墓所の使用面積の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。ただし、

市長が霊園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。 

(１) ６平方メートル未満である場合 別表第３に定める基準 

(２) ６平方メートル以上である場合 市長が別に定める基準 

（令５規則２８・旧第１８条繰下） 

（特別墓所における墳墓の造営等） 

第２０条 条例第２４条第２項の規定により市長の承認を受けようとする者は、工事申請

書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 霊園使用許可証 

(２) 工事仕様書 

(３) 工事図面 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 特別墓所使用者は、前項の工事が完成したときは、工事完成届出書を市長に提出し、

当該工事が申請内容に適合しているかどうか検査を受けなければならない。 

３ 前２項の規定は、特別墓所において墳墓、墓碑、形像類その他の工作物若しくは建築

物の改修又は撤去その他の工事をする場合について準用する。 

（令５規則２８・旧第１９条繰下） 

（特別墓所への埋蔵又は改葬の届出） 



第２１条 特別墓所使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、埋蔵（改葬）

届出書に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。 

(１) 霊園使用許可証 

(２) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証 

(３) 焼骨の改葬をしようとする者にあっては、改葬許可証 

（令５規則２８・旧第２０条繰下） 

（特別墓所の埋蔵の証明） 

第２２条 特別墓所使用者は、埋蔵について証明書の交付を受けようとするときは、埋蔵

証明書交付申請書に霊園使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の埋蔵証明書交付申請書の提出があったときは、当該特別墓所使用者に

対し、埋蔵証明書を交付する。 

（令５規則２８・旧第２１条繰下） 

（特別墓所使用権の承継） 

第２３条 条例第２６条の規定により特別墓所使用権を承継しようとする者は、特別墓所

使用権承継申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければ

ならない。 

(１) 霊園使用許可証 

(２) 承継の原因を証する書類 

(３) 特別墓所使用権を承継しようとする法人の法人登記事項証明書 

(４) 特別墓所使用権を承継しようとする法人の印鑑証明書 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（令５規則２８・旧第２２条繰下） 

（特別墓所の返還） 

第２４条 条例第２７条の規定により特別墓所を返還しようとする特別墓所使用者は、霊

園返還届出書に霊園使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

（令５規則２８・旧第２３条繰下） 

（使用許可の取消し） 

第２５条 市長は、条例第２９条の規定により使用許可を取り消すときは、特別墓所使用

許可取消通知書により通知するものとする。 



（令５規則２８・追加） 

（使用場所に設置する看板） 

第２６条 条例第３１条に規定する規則で定める看板には、次に掲げる事項を掲載するも

のとする。 

(１) 当該看板の設置日 

(２) 区画の表示 

(３) 告知事項 

(４) 使用者氏名 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項 

（令５規則２８・旧第２４条繰下） 

第４章 合葬式墓所の使用 

（合葬式墓所使用許可申請） 

第２７条 条例第３５条第１項の規定による合葬式墓所使用許可を受けようとする者は、

合葬式墓所使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 条例第３４条第１号に該当する者にあっては、合葬式墓所使用許可を受けようと

する者の本籍地が記載された住民票の写し 

(２) 条例第３４条第２号に該当する者にあっては、合葬式墓所使用許可を受けようと

する者及び合葬予定者の本籍地が記載された住民票の写し 

(３) 前２号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類 

（令５規則２８・旧第２５条繰下・一部改正） 

（合葬式墓所への埋蔵又は改葬の届出） 

第２８条 合葬式墓所使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、合葬式墓所

埋蔵（改葬）届出書に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。 

(１) 合葬式墓所使用許可証 

(２) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証 

(３) 焼骨を合葬式墓所に改葬しようとする者にあっては、改葬許可証 

（令５規則２８・旧第２６条繰下・一部改正） 

（埋蔵室への埋蔵） 

第２９条 埋蔵室に埋蔵する焼骨は、次に掲げる要件を満たした容器に入れられた焼骨と

する。 



(１) 幅２２０ミリメートル、奥行き２２０ミリメートル、高さ２６０ミリメートル以

下であること。 

(２) 材質は、陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したものであること。 

（令５規則２８・旧第２７条繰下） 

（合葬式墓所使用料の還付） 

第３０条 条例第３７条第２項ただし書の規定により合葬式墓所使用料の還付を受けよう

とする者は、合葬式墓所使用料還付申請書に合葬式墓所使用許可証その他市長が必要が

あると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により合葬式墓所使用料還付申請書の提出があったときは、速や

かにその内容を審査し、還付の可否を決定し、合葬式墓所使用料還付（不還付）決定通

知書により通知するものとする。 

（令５規則２８・追加） 

（記名板の刻字） 

第３１条 条例第３８条第１項の規則で定める記名板に刻字できる事項は、氏名のほか、

生年月日又は死亡年月日に係る事項とする。ただし、次項の規定により氏名を連名とす

る場合は、生年月日及び死亡年月日に係る事項を記名板に刻字することはできない。 

２ 前項の氏名は、次の各号に該当する者にあっては連名とすることができる。この場合

において、合葬式墓所記名板刻字申請者は、連名とする２者の関係を示す書類を市長へ

提出しなければならない。 

(１) 夫婦（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

(２) 親子 

(３) 兄弟姉妹 

(４) 前３号に掲げる者のほか、特に市長が認める関係性を有するもの 

（令５規則２８・旧第２８条繰下・一部改正） 

（記名板の刻字の申請） 

第３２条 合葬式墓所記名板刻字申請者は、条例第３８条第２項の規定により合葬式墓所

記名板使用許可申請書に合葬式墓所使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。 

（令５規則２８・追加） 

（記名板の使用料） 

第３３条 条例第３８条第３項の規則で定める額は、５０，０００円とする。 



（令５規則２８・旧第２９条繰下） 

（記名板使用料の納付期限） 

第３４条 条例第３８条第３項の規則で定める期限は、合葬式墓所記名板使用申請日の翌

日から起算して２０日以内とする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、必要事項を審査し、記名板への刻字を許可する

ものとする。 

（令５規則２８・旧第３０条繰下・一部改正） 

（使用許可の取消し） 

第３５条 市長は、条例第４０条の規定により使用許可を取り消すときは、合葬式墓所使

用許可取消通知書により通知するものとする。 

（令５規則２８・旧第３２条繰下・一部改正） 

第５章 樹木葬式墓所の使用 

（令５規則２８・追加） 

（樹木葬式墓所使用許可申請） 

第３６条 条例第４４条第１項の規定による樹木葬式墓所使用許可を受けようとする者は、

樹木葬式墓所使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(１) 条例第４３条第１号に該当する者にあっては、樹木葬式墓所使用許可を受けよう

とする者の本籍地が記載された住民票の写し 

(２) 条例第４３条第２号に該当する者にあっては、樹木葬式墓所使用許可を受けよう

とする者及び埋蔵予定者の本籍地が記載された住民票の写し 

(３) 前２号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類 

（令５規則２８・追加） 

（樹木葬式墓所への埋蔵又は改葬の届出） 

第３７条 樹木葬式墓所使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、樹木葬式

墓所埋蔵（改葬）届出書に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。 

(１) 樹木葬式墓所使用許可証 

(２) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証 

(３) 焼骨を樹木葬式墓所に改葬しようとする者にあっては、改葬許可証 

（令５規則２８・追加） 



（樹木葬式墓所の埋蔵証明） 

第３８条 樹木葬式墓所使用者は、埋蔵について証明書の交付を受けようとするときは、

埋蔵証明書交付申請書に樹木葬式墓所使用許可証を添えて市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定により埋蔵証明書交付申請書の提出があったときは、当該樹木葬

式墓所使用者に対し、埋蔵証明書を交付するものとする。 

（令５規則２８・追加） 

（樹木葬式墓所への埋蔵） 

第３９条 樹木葬式墓所において焼骨の埋蔵をしようとする者は、次の各号に掲げる墳墓

の区分に応じ、当該各号の定めに従わなければならない。ただし、市長が霊園の管理上

支障がないと認めるときは、この限りでない。 

(１) 共同埋蔵型墳墓 

ア 焼骨は、指定の納骨袋に入れ埋蔵すること。 

イ 焼骨の埋蔵は、市長が指定する日に行うこと。 

(２) 大型シンボルツリー型墳墓 

ア 焼骨は、指定の納骨袋に入れ埋蔵すること。 

イ 埋蔵できる焼骨は、１区画につき２体までとする。 

(３) 小型シンボルツリー型墳墓及びガーデニング型墳墓 

ア 焼骨は、幅２４０ミリメートル、奥行き２４０ミリメートル及び高さ２６５ミリ

メートル以下の容器に入れ埋蔵すること。 

イ 容器の材質は、陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したものであること。 

ウ 埋蔵できる焼骨は、１区画につき２体までとする。 

２ 前項第２号イ及び第３号ウの１区画に埋蔵できる２体の焼骨は、次の各号に該当する

者とし、樹木葬式墓所埋蔵（改葬）届出書に市長が必要があると認める書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

(１) 夫婦（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

(２) 親子 

(３) 兄弟姉妹 

(４) 前３号に掲げる者のほか、特に市長が認める関係性を有するもの 

（令５規則２８・追加） 



（樹木葬式墓所使用料の還付） 

第４０条 条例第４６条第２項ただし書の規定により樹木葬式墓所使用料の還付を受けよ

うとする者は、樹木葬式墓所使用料還付申請書に樹木葬式墓所使用許可証その他市長が

必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により樹木葬式墓所使用料還付申請書の提出があったときは、速

やかにその内容を審査し、還付の可否を決定し、樹木葬式墓所使用料還付（不還付）決

定通知書により通知するものとする。 

（令５規則２８・追加） 

（樹木葬式墓所における石板の造営の基準） 

第４１条 条例第４７条第１項の規則で定める基準は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 設ける石板は、１区画につき１基とすること。 

(２) 石板は、間口中心線上に石板の中心が位置するように設置すること。 

(３) 石板の幅、奥行き及び高さは、別表第６に定める基準によること。 

(４) 石板背部と背割線とは並行とすること。 

(５) 石板は、両側面に掘り込み型の持ち手を加工すること。 

(６) 石板以外の附属工作物は設置しないこと。 

（令５規則２８・追加） 

（樹木葬式墓所における石板の造営） 

第４２条 条例第４７条第２項の規定により市長の承認を受けようとする者は、工事申請

書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 樹木葬式墓所使用許可証 

(２) 工事図面 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 樹木葬式墓所使用者は、前項の工事が完成したときは、工事完成届出書を市長に提出

し、当該工事が申請内容に適合しているかどうか検査を受けなければならない。 

３ 前２項の規定は、石板の改修又は撤去その他の工事をしようとする場合について準用

する。 

（令５規則２８・追加） 

（記名板の刻字） 

第４３条 条例第４８条第１項及び第２項の規則で定めるところについては、第３１条の



規定を準用する。 

（令５規則２８・追加） 

（記名板の刻字の申請） 

第４４条 樹木葬式墓所記名板刻字申請者は、条例第４８条第２項の規定により樹木葬式

墓所記名板使用許可申請書に樹木葬式墓所使用許可証を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（令５規則２８・追加） 

（記名板の使用料） 

第４５条 条例第４８条第３項の規則で定める額は、５０，０００円とする。 

（令５規則２８・追加） 

（記名板使用料の納付期限） 

第４６条 条例第４８条第３項の規則で定める期限は、樹木葬式墓所記名板使用申請日の

翌日から起算して２０日以内とする。 

（令５規則２８・追加） 

（樹木葬式墓所の返還） 

第４７条 条例第４９条第１項の規定により樹木葬式墓所を返還しようとする樹木葬式墓

所使用者は、樹木葬式墓所返還届出書に樹木葬式墓所使用許可証その他市長が必要があ

ると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（令５規則２８・追加） 

（使用許可の取消し） 

第４８条 市長は、条例第５１条の規定により使用許可を取り消すときは、樹木葬式墓所

使用許可取消通知書により通知する。 

（令５規則２８・追加） 

第６章 雑則 

（令５規則２８・旧第５章繰下） 

（霊園使用許可証等の再交付） 

第４９条 普通墓所使用者、特別墓所使用者、合葬式墓所使用者又は樹木葬式墓所使用者

は、霊園使用許可証等を紛失し、又は汚損したときは、霊園使用許可証等再交付申請書

に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、霊園使用許可証等の再交付を受けなければな

らない。 



(１) 普通墓所使用者、合葬式墓所使用者又は樹木葬式墓所使用者にあっては、本籍地

が記載された住民票の写し 

(２) 特別墓所使用者にあっては、本籍地が記載された法人登記事項証明書及び印鑑証

明書 

（令５規則２８・旧第３３条繰下・一部改正） 

（霊園使用許可証等の書換え） 

第５０条 条例第５３条の規定により霊園使用許可証等の書換えをしようとする者は、霊

園使用許可証等記載事項変更届出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(１) 霊園使用許可証 

(２) 変更内容を証する書類 

（令５規則２８・旧第３４条繰下・一部改正） 

（様式） 

第５１条 この規則に規定する申請書等の様式は、別に市長が定める。 

（令５規則２８・旧第３５条繰下） 

（委任） 

第５２条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定

める。 

（令５規則２８・旧第３６条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例施行規則の廃止） 

２ 宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例施行規則（平成２４年規則第５４号）は、廃止する。 

附 則（令和５年規則第２８号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

名称（区画を含む。） 盛土の高さ 墓碑及び形像類

の高さ（盛土面か

ら） 

樹木の高さ（盛土面

から） 



宝塚市営西山霊園及び宝塚市営

長尾山霊園（第1区から第23区ま

で） 

15センチメ

ートル以内 

2メートル以内 1.5メートル以内 

宝塚市営長尾山霊園（第24区から

第33区まで及び第35区から第37

区まで） 

36センチメ

ートル 

宝塚市営長尾山霊園（第34区及び

第38区から第41区まで） 

20センチメ

ートル以内 

別表第２（第７条関係） 

種別 据付寸法 厚さ 

台石 80センチメートル×50センチメートル 15センチメートル 

蓋石 80センチメートル×30センチメートル 15センチメートル以内 

別表第３（第７条、第１９条関係） 

（令５規則２８・一部改正） 

使用面積 盛土の高さ

（前面通路

下方部から） 

墓碑及び形

像類の高さ

（ 盛 土 か

ら） 

囲障（門柱、

玉垣等）の

高さ（前面

通路下方部

から） 

樹木の高さ

（盛土から） 

囲障の位置 

3平方メートル未

満 

20センチメ

ートル以内 

170センチ

メートル以

内 

70センチメ

ートル以内 

150センチメ

ートル以内 

区画の境界

から1センチ

メートル以

上後退させ

ること。 

3平方メートル以

上6平方メートル

未満 

25センチメ

ートル以内 

200センチ

メートル以

内 

70センチメ

ートル以内 

150センチメ

ートル以内 

6平方メートル以

上 

30センチメ

ートル以内 

200センチ

メートル以

内 

80センチメ

ートル以内 

150センチメ

ートル以内 

別表第４（第７条関係） 



種

別 

幅 奥行 厚さ 

台

石 

70センチメートル（9平方

メートルの使用区画にあ

っては、80センチメートル

以内） 

台石及び蓋石を合わせて80

センチメートル（9平方メー

トルの使用区画にあって

は、90センチメートル以内） 

15センチメートル以内 

蓋

石 

70センチメートル（9平方

メートルの使用区画にあ

っては、80センチメートル

以内） 

15センチメートル以内 

別表第５（第１８条関係） 

（令５規則２８・一部改正） 

特別墓所の使用面積 焼骨の数 

6平方メートル以下 70体 

6平方メートルを超え10平方メートル以下 120体 

10平方メートルを超え30平方メートル以下 170体 

30平方メートルを超え50平方メートル以下 200体 

50平方メートルを超え100平方メートル以下 300体 

100平方メートルを超え150平方メートル以下 380体 

150平方メートルを超え200平方メートル以下 450体 

別表第６（第４１条関係） 

（令５規則２８・追加） 

種別 幅 奥行 高さ 

石板 44センチメートル 44センチメートル 10センチメートル以

内（前面5センチメー

トル、背面10センチ

メートルとするこ

と。） 

 


